
(別添)

化学物質のリスク評価検討会報告書の概要及び今後の対応

1 リスク評価物質

「ヒ卜に対しておそらく発がん性がある物質」又は「ヒトに対して発がん性

が疑われる」とされている次の物質

(1)リスク評価(1物質)

01.2ジク口口プロパン

( 2)初期リスク評価 (2物質)

Oフェニルヒドラジン

0ナフタレン

2 リスク評価の手法

リスク評価は、「有害性の評価」と「ぱく露の評価」から行われる。

(1) r有害性の評価」は、対象となる物質について主要文献から有害性の種類

や程度などを把握し、得られた情報から有害性評価を行うとともに、労働

者が勤労生涯を通じてその物質に毎日さらされた場合に健康に悪影響が生

じるぱく露限界値 (r評価値J)を設定する o

( 2) rばく露の評価」は、「有害物ばく露作業報告J(労働安全衛生規則第 95

条の6の規定に基づく報告)が出された事業場に対して実態調査を行い、

それにより得られた労働者のばく露測定結果からぱく露濃度を算出する。

(3 )有害性の評価から得られた「評価値」と、ばく露の評価から得られた「ば

く露濃度」を比較することにより、労働者の健康障害の生じるリスクの高

低を判定する。








